
　下記により10月分の給食費等を徴収させていただきます。

１ 徴収金額

２ 振替日

３ 取扱銀行 南都銀行　城陽支店

４ 振替方法 合計金額を一括振替します。

５ その他 ・５年生の積立金は、修学旅行に向けての金額です。
・ＰＴＡ会費(一家庭につき毎月２００円を半期分）について、二人以上の児童が
　在籍されているご家庭は、上の学年で徴収させていただきます。

令和7年10月10日(金)

口座振替にご協力をお願いします。
（現金取扱いに伴うトラブル防止のため、口座振替をご利用ください。)

城陽市立寺田小学校　　
校 長　斎藤　博子

１０月分学校諸費の徴収について(お知らせ)

　つきましては、前日までにご入金いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和7年(2025年)10月2日 

保護者　様

記

給食費 教材費 臨時費 学級費 積立金 児童会費 PTA会費 合計

1年 5,000 1,000 0 0 0 0 1,200 7,200

2年 5,000 0 0 0 0 0 1,200 6,200

3年 5,000 1,000 0 0 0 0 1,200 7,200

4年 5,000 0 0 0 0 0 1,200 6,200

5年 5,000 1,000 0 0 2,500 0 1,200 9,700

6年 5,000 2,000 0 0 0 0 1,200 8,200


